
民生委員・児童委員の任期は３年です（令和７年 11月 30日まで）

民生委員・児童委員とは
住んでいる地区の実情に通じ福祉の推進に熱意のある人が選ばれ、厚生労働大臣から委嘱を受けたボ

ランティアです。だれもが安全に安心して生活できる地域づくりを目指して活動し、100年以上の歴史
がある全国的な制度です。
生活する上で困りごとや心配ごとがあるときは、住んでいる地区の民生委員にご相談ください。相談

の内容に応じて、行政などの関係機関に連絡し、支援への橋渡しをします。

湯浅町の民生委員・児童委員の皆さん
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民生委員・児童委員は
あなたの身近な相談員であり
行政への「つなぎ役」です

湯浅町民生児童委員協議会事務局
（福祉課内⑪番窓口）

℡64-1120

問

（敬称略）

12令和５年２月

あなたも私もみんなステキ
～ともに考えましょうみんなの人権～

人権尊重委員会
人権推進課
（総合センター）

℡６４‒１１２６
jinsui@town.yuasa.lg.jp人権尊重委員会委員研修会を実施しました

12月19日㊊、人権尊重委員等の人権意識の向上のため委
員研修を実施しました。講師に金

かな

川
がわ

 めぐみ氏（和歌山大学
経済学部教授、※第３次湯浅町男女共同参画基本計画策定委
員会委員長）をお招きし、題目を「あらためて考える、男女
共同参画」として、人権尊重委員及び行政職員41名が参加
しました。
金川氏からは「男女共同参画社会」とは、女性も男性も生
きやすい社会であり、あらゆる分野に関わるもの、多様性を
尊重し差別をなくすものとして取り組むべきとして、これか
らの社会において、２つのG（G

ジ ェ ン ダ ー

ender：性、G
ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン

eneration：
世代）を育んでいく大切さ等を解説いただきました。
参加者アンケートからは、「研修で多くの気づきが得られ
た」「普段の仕事や生活を顧みて自分の今後に生かしていき
たい」といった意見が寄せられました。

人権尊重委員会は、今後も町民人権学習会等を通じて人権
意識の向上に努め、町民の皆さんと共に人権が大切にされる
まちづくりの担い手として、取り組んで行きたいと思います。

令和４年11月30日をもって「衣
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氏（島之内区）」が委員を退任され、新たに『岡
おか

　
統
とおる

氏（大宮通３区）』が委員に加わりましたので、ご紹介させていただきます。

令和５年１月１日付けをもって、法務大臣から星
ほしやま

山 俊
しゅんじ

二 氏が人権擁護委員として委嘱（再任）さ
れました。
湯浅町には、次の５名の人権擁護委員の方がおられます。（敬称略）
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人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員
と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに「人権」について関心を持っても
らえるような啓発活動を行っています。

人権擁護委員に委嘱されました 問 人権推進課（総合センター）　℡64-1126

※「第３次湯浅町
　　男女共同参画基本計画」

13 令和５年２月


